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The Ministry of Environment added “enclosed landscape” as a new item of an environmental 
impact assessment in 2000. The purpose of this research is clarifying a concept of enclosed 
landscape as immediate natural landscape on the road environmental impact assessment, and 
making a practical explanatory.  

 
［研究目的及び経緯］ 
 環境省が提示した「自然との触れ合い分野の環境影

響評価技術検討会中間報告書」（平成 12 年 8 月、以下

「中間報告」とよぶ）では、従来の「眺望景観」と並

んで、新たに「囲繞景観」が評価項目に加えられた。

すでに、方法書に対する知事意見において、「囲繞景

観」を実施すべしとされた事例もあり、今後「囲繞景

観」は項目として取り上げられることが多くなるもの

と予想される。そこで、本研究では、道路の環境影響

評価における「囲繞景観」の取り扱いについて、その

考え方を整理するとともに、調査・予測・評価手法に

関する実践的な解説書を作成するものである。 
［研究内容］ 

前年度までのケーススタディをもとに、囲繞景観（身

近な自然景観）に対応した道路環境影響評価の実施手

順等を解説書案にまとめるとともに、評価の対象とな

る「地域を特徴づける景観」に関する事例分析を行い、

これらの結果を踏まえて「道路環境影響評価の技術手

法」の改定案を作成した。 

［研究成果］ 

従来、道路環境影響評価における景観の評価は、観

光資源となるような有名な眺望点や傑出した景観資源

等からなる眺望景観を対象として行われてきた。しか

し、近年、身の回りの自然との日常的な触れ合いの重

要性が指摘されており、道路環境影響評価においても

何らかの評価対象の拡大が必要になると考えられる。

「中間報告」では「囲繞景観」が評価項目として追加

されているが、空間の内部に立った時に人間を取り巻

いて見える景観像として「囲繞景観」を捉えると、そ

の検討対象は広範囲に及ぶ可能性があり、事業による

影響の把握を適切かつ合理的に行うためには、保全す

べき対象を限定する必要がある。そこで、道路環境影

響評価においては、従来の眺望景観に加え、「身近な自

然景観」の視点を取り入れるものとする。 

１）身近な自然景観の視点を取り入れる背景 

(1)法アセスにおける身近な自然景観の取り扱い状況 

環境影響評価法に基づく道路環境影響評価の実施事

例では、景観を評価項目として選定している 22 件の

うち 7 件（31.8％）が「身近な自然景観」に該当する

項目を取り扱っており、このうち知事意見で検討の必

要性が指摘されていたものは 3 件となっていた。これ

らにおいては、「生活上の視点」、「身の回りの景観」、

「住民の日常生活の場での景観」といった観点から景

観の状況が把握されており、水田など田園景観がその

対象となっている。また、「地域固有の景観の状況」と

して、棚田・里山等を取り扱っている事例が 1 件あっ

た。 
(2)地域の特性に根ざした良好な景観形成の推進 

美しい国づくり政策大綱の策定（平成 15 年 7 月）、

景観法の全面施行（平成 17 年 6 月）、地方自治体によ

る景観条例制定の広がり（約 500 箇所）、各地におけ

る「景観 100 選」等の選定・公表など良好な景観の形

成に関する社会的な関心は高まっている。 
都道府県で実施されている環境関連施策について、

①市街地やその周辺の自然環境に着目していること、

②農村や里山など「身近な自然景観」の一般的なイメ

ージに近い要件が含まれていること、③「身近な自然

景観」の対象区域が明確に指定されていることの 3 点

を選定条件として、「身近な自然景観」の保全に資する

と考えられる施策、条例等を抽出したところ、表-1 の

ような結果となった。抽出された施策、条例等は、次

の 3 種類に分類される。 
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ア．景観保全条例 
・指定要件として、「豊かな田園景観を有する地域」、

「神社等文化的遺産を有する地域」等が明記され

ているもの（青森県、福島県、滋賀県等）。 
・「景観形成地区、景観形成重点地域、景観形成地域

等」として区域の把握が可能なもの。 
イ． 自然環境保全条例 
・指定要件として、「市街地外周部の緑地を保全する

ために必要な樹林地、池沼、丘陵等良好な自然環

境を形成」、「当該地域を象徴する歴史的、文化的、

社会的資産と一体となって熟成した自然的環境を

形成」等が明記されているもの（岩手、秋田、宮

城等）。 
・「緑地環境保全地域、環境保全緑地地域、郷土環境

保全地域等」として区域の把握が可能なもの。「里

山環境保全地域」（山形県）など、ユニークな名称

を設定している所もある。 
ウ．里山保全活動関係 

（活動団体及び活動場所の認定、支援） 
・千葉県里山の保全、整備及び活用の促進に関する

条例（千葉県） 
・長野県ふるさとの森林づくり条例(長野県) 
・ふるさと石川の環境を守り育てる条例（石川県) 

 

2)「身近な自然景観」の視点に係る追加の内容 

(1)景観資源の追加 

「身近な自然景観」の視点に係る景観資源として、

「里地・里山」を追加する。ここで言う「里地・里山」

とは、田や畑などの農耕地、棚田、谷津田、里山、鎮

守の森、並木およびこれらとともに構成される集落の

形態など、地域の人々が自ら生活や生業のあり方を土

地に刻みつけることによって、長い時間が経つうちに

形作られてきた当該地域を特徴づける風景を構成し

ているもので、かつ優れた景観資源として認められて

いるものを対象とする。 
 景観資源の追加にあたっては、国や地方公共団体に

よって選定された「景観 100 選」等の資料 52 件を対

象に、「身近な自然景観」に関連する項目の抽出・整理

を行った。各地で選定、公表されている「景観 100 選」

等は、観光資源としてのＰＲのみならず、地域の象徴、

地域らしさ、次世代への継承や地域づくりの推進を目

的として作成されており、これらの中に、ゆとりやや

すらぎなどを感じる美しい農山漁村等里地・里山の風

景への関心が見られる。また、文化財保護法の改正（平

成 17 年 4 月）で棚田、里山などが「文化的景観」と

して位置づけられたことや、新・生物多様性国家戦略

（平成 14 年 3 月、地球環境保全に関する関係閣僚会

議決定）で、「里地里山の保全と持続可能な利用」が重

点施策の１つとして掲げられたことからも、「里地・里

山」に係る要素を追加することが妥当と判断された。  
要素名として「里地・里山」を用いることについて

は、環境省において、「里地里山」が、「都市域と奥山

地域との中間に位置し、様々な人間の働きかけを通じ

て環境が形成されてきた地域であり、集落をとりまく

二次林と、それらと混在する農地、ため池、草原等で

構成される地域概念」１）として定義されていることか

ら、「身近な自然景観」の表現として適切と考えられた。 
(2)「身近な自然景観」の把握方法 

「身近な自然景観」の構成要素を把握する方法とし

ては、既存資料・文献調査、地元への聞き取りやアン

ケート調査等が考えられるが、地域における「身近な

自然」の認識の程度は、都心部なのか地方なのかとい

った地域特性だけでなく、日常的な関心や地域への愛

着の度合い等に大きく依存すると考えられることから、

特に合理的に聞き取り調査やアンケート調査を実施す

る上では、その被験者の範囲を適切に定める必要があ

る。客観性、中立性の確保の観点からは、「地方公共団

体等の景観 100 選等（都道府県・市町村）」を根拠と

することが適当と考えられるため、「身近な自然景観」

に係る資料・文献として、「地域特性の項目と資料の

例」および「調査に用いる文献・資料の例」にこれら

を追加した。現在、地方自治体において景観法に基づ

く「景観計画」の策定が進められているところであり、

今後はこれら「景観計画」を活用することが考えられ

る。 
 また、「身近な自然景観」の把握にあたっては、既存

資料からだけでは、主要な眺望点の分布が十分に確認

できない場合が想定されることから、調査方法に「現

地踏査」を追加した。 

［成果の活用］ 
本研究の成果は、「道路環境影響評価の技術手法」の

改定に反映された。また、「身近な自然景観」を対象と

して環境影響評価の実施手順、実施方法および記載例

をとりまとめた解説書については、参考資料として各

地整への配付を行う予定である。 
［参考資料］ 
１）植田明浩；里地里山の特性と保全の方向、生活協同

組合研究、2003.8 

 景観保全条例

関係 
自然環境保全

条例関係 
里山保全活動

関係 
内訳 １３自治体 ２８自治体 ３自治体 
総計 ３４／４７都道府県（72.3%） 

表-1 都道府県における「身近な自然景観」の保全に
関する施策、条例等の策定状況 
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